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訴  状 

 

令和６年１２月５日 

東京地方裁判所 民事部 御中 

 

原告訴訟代理人弁護士   村 岡  徹 也 

 

損害賠償請求事件 

当事者の表示  別紙当事者目録のとおり 

訴訟物の価額       金１６０万円 

貼用印紙代      金１万３０００円 

 

請 求 の 趣 旨 

 １ 被告は、原告に対し、金１６０万円及びこれに対する令和６年１２月５日か

ら支払済みまで年３分の割合による遅延損害金を支払え。 

 ２ 訴訟費用は被告の負担とする。 

との判決及び仮執行の宣言を求める。 

 

請 求 原 因 

第１ 事案の概要 

  本件は、みんなでつくる党の代表者であった被告が、その代表者の善管注意義

務に違背して債権者に支払うべき貸付金の返済をせず、政党資産を故意に隠匿し

たことで、債権者が本来受けられる弁済が不可能となった損害について、不法行

為に基づく損害賠償請求を求める事案である。 
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第２ 当事者 

(1)  原告は、みんなでつくる党に対して、令和３年１１月３０日に貸し付けた金

銭消費貸借契約に基づく貸金返還請求権として金４０００万円の貸金債権を

保有する個人である（甲１）。 

 (2) 被告は、令和５年３月８日より現在に至るまで、旧政治家女子４８党（現：

みんなでつくる党）の代表者を務める者である（甲２）。 

 (3) みんなでつくる党とは、立花孝志氏によって設立された政治団体であり、

過去の国政選挙によって得票率２％を達成し、かつ令和６年１月まで国会議員

が１人以上所属していたことにより、政党交付金の交付を受ける政党等に対す

る法人格の付与に関する法律（以下、「法人格付与法」という）３条２項によ

り国政政党としての地位及び登記を備えた法人であった（甲２）。 

しかし、令和６年１月１６日、後述の事情によって、所属していた齊藤健一

郎議員が所属しないことで、その国政政党としての地位を失った。 

   なお、みんなでつくる党は、令和６年３月１４日、債権者の申立てによる破

産手続開始決定を受けており、現在破産管財人に森利明弁護士が選任されてい

る（甲２）。 

 

第２ 請求の原因 

 １ 事件の経緯 

  (1) 被告の代表者としての不法行為の要旨 

  本訴はみんなでつくる党の破産事件を大きな背景として、政党代表者の被

告大津が政党資産を隠匿した結果、政党が令和６年度の政党交付金の受給資

格を喪失することで財団資産を大きく毀損し、破産債権者が本来受けうる配

当財源を約３億円失ったことについて、政党代表者としての背任行為を理由

に、政党の破産債権者である原告が、政党の代表者被告大津の個人的責任を

追及し、損害賠償請求を行うものである。 
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(2) 本訴係属中に破産手続開始決定の発令が見込まれること 

  被告大津綾香は、現在個人としての破産手続が債権者によって申し立てら

れており（東京地裁令和６年（フ）第７７０６号）、本訴係属中に被告個人に

ついて破産手続開始決定が下され、破産管財人が選任されることが予想され

ている。第一回審尋期日が、令和６年１２月２５日に予定される（甲３）。 

破産手続開始決定発令後、本訴はその効果によって中断されるが（破産法

第 44 条 1 項）、原告は被告大津の個人破産事件においても、破産債権者とし

て破産債権届出を行う予定である。 

本訴は、破産債権届出前に原告の法的請求権を明らかにすることを副次的

な目的として行う訴訟手続である。 

後述のとおり、原告と同一の損害を受けた破産債権者は、約３００名、金

額で約１１億円存在しており、これら破産債権者らにも本訴請求内容を開示

して、平等に破産債権届の機会を与える予定である。 

  (3) 前提となる事実（事件のこれまでの経緯） 

   ア みんなでつくる党では、令和５年４月初旬、被告大津が、政党役員に無

断でりそな銀行から預金を引き出そうと試みる詐欺未遂事件が確認さ

れ、党役員、債権者、党員などほぼ全ての利害関係者は被告大津に辞任

を求めるとともに、役員会にて被告大津の解任決議がされるに至った

（甲２の３/甲４）。 

   イ しかし、被告大津は「党首は解任できない」などと党規約に代表者の解

任規定が明記されていないことを理由に代表者に居座り、決して自ら代

表者を辞任することはしなかった（甲２の３）。 

   ウ 令和５年４月当時、政党には、約３００名の破産債権者がおり、これら

貸付債権は期限の利益がない債務であったため債権者から履行請求を受

けた場合は直ちに返済義務が生じる債権であった（甲２の３）。 
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     また、これら貸付債権は年５％の利息支払い義務があり、この利息は毎

年の１２月末日が支払期限であるため、政党は令和５年１２月末日まで

に約５０００万円の利払いを債権者にしなければならなかった（甲２の

３/甲７）。 

   エ 令和５年１０月頃まで、被告大津は、債権者からの返金請求に対して、

「前代表者による利益相反行為だ」「借用書は偽造された疑いがある」な

どと債権者から提起された貸金返還請求訴訟については、弁護士をつけ

て争い、その返金を一切しなかった（甲６）。 

   オ みんなでつくる党は令和５年度、４月、７月、１０月、１２月にそれぞ

れ約８３３０万円の政党交付金が支給された。 

そのうち、りそな銀行に入金された４月と１０月分の約１億６６００万

円はりそな銀行によって口座が凍結されて後日破産管財人によって回収

されたが、７月、１２月の資金は被告大津が別口座によって引き出しを

受け、これを債権者に一切公表せずに隠匿し続けた（甲５）。 

   カ そして、令和５年１２月２４日に至り、同年１２月末日までに支払うべ

き債権者に対する利息金約５０００万円を、被告大津は代表者として支

払わず、債権者へ利払い停止をホームページ上にて公示した（甲７）。 

しかし、令和５年１２月当時、政党は銀行口座に返済が可能な原資があ

ったが被告大津が資産を隠匿して債権者への返済を停止していた事実

が、令和６年１１月の第二回債権者集会時に破産管財人から報告された

（甲５）。 

   キ みんなでつくる党は、令和元年の参議院選挙、前々回の衆議院選挙及び

令和３年の参議院選挙において獲得した得票結果によって、令和６年度

では３億１０９３万１０００円の政党交付金が得られる予定であった

（甲８）。 
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   ク 上記キの政党交付金は法人格付与法及び政党助成法に基づき支給される

政党交付金であるが、この支給を受けるためには、各年度の始め（令和

６年では１月１６日が提出期限）までに１名以上の国会議員が党所属届

を総務省に提出する必要がある（甲９）。 

仮に、国会議員が所属しないこととなると、国政選挙で所定の票を得て

いたとしても、政党交付金の支給要件を欠くため、その年度の政党交付

金は支給されず（法人格付与法第 4 条 1 項、政党助成法第 3 条 1 項）、当

該政党が受け得た政党交付金は、他の国政政党に得票数に応じ分配され

る（甲１０／政党助成法第 10 条 1 項）。 

   ケ 令和６年１月１６日、政党に所属していた齊藤健一郎参議院議員は、被

告大津に対し、「政党の資金が入金されている口座を明らかにしてほし

い。開示するならば令和６年１月１６日提出期限の党所属届を提出す

る。令和６年度の政党交付金を債権者への返済原資として保全してほし

い。」と、要請していた（甲１１）。 

コ 令和６年１月１６日、被告大津は上記ケの齊藤参議院議員の要請を拒否

し、資金を隠匿し続けたため、齊藤議員はもはやこれ以上の犯罪行為を繰

り返すみんなでつくる党に所属することはできないと判断し提出期限まで

に党所属届を出さず、みんなでつくる党は令和６年の政党交付金が支給さ

れないことが総務省から発表された（甲 10 ないし甲 12）。 

   サ 上記の経緯の結果、みんなでつくる党は令和６年度に齊藤議員が所属す

れば支給されることが確実視されていた約３億円の政党交付金を受給す

る資格を失い、その額は他の政党に分配されることとなった（甲８・甲

10）。 

   シ こうした経緯を注視していた政党の貸付債権者で原告廣井は、令和６年

１月１８日に至り、もはやみんなでつくる党は破産管財人管理の下、政

党資産を換価回収し、他の破産債権者にも按分して配当がなされるべき
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と判断して、政党に対し債権者申立てによる破産を申し立て、破産手続

開始決定が令和６年３月１４日に下された（甲２）。 

   ス 令和６年１１月１９日第二回債権者集会が東京地方裁判所で開催された

が、破産管財人の森利明弁護士は、被告大津が破産手続申立後に支払っ

た①株式会社ホワイトリストに対する金４１５０万円の業務委託報酬及

び、②おおつあやか後援会に支払った金２０００万円の寄附行為は明ら

かに破産財団を隠匿・毀損していると報告し、①については被告大津綾

香を被告として、②についてはおおつあやか後援会を被告として損害賠

償等請求訴訟を提起するに至った（甲５）。 

     また、破産管財人から令和６年３月１４日の破産手続開始後、破産管財

人の管理する口座から複数回に分けて、合計金２９１万１３８８円の預

金が違法に引き出されたため被告大津に返金請求をしているが、集会日

現在返金がされていない旨の報告もあった（甲５）。当該預金の引き出し

は管財人の管理する口座からの無断引き出しであるため窃盗ないし横領

罪が成立する。 

 

 ２ 請求の原因事実（不法行為） 

  (1) 政党代表者としての地位 

    被告大津は、令和５年３月８日から現在に至るまでみんなでつくる党の党

首兼代表者の地位にあり、その業務において誠実・適法に任務を行うべき善

管注意義務を負う。 

  (2) 被告大津の背任の不法行為 

ア 令和５年１２月２４日当時、政党にはりそな銀行によって凍結された約

１億６６００万円のほかに、被告大津が受領・管理していた政党資金が同

じく１億６６００万円ほどあった。 
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    ※ 令和６年１１月１９日の債権者集会で、令和５年１２月２４日時点で

政党が約５０００万円の利払いを行う原資があったことは破産管財人か

ら報告されている。 

   イ 政党は令和５年１２月末日までに債権者に対し、利息金約５０００万円

を支払う義務があり、返済原資も十分に確保されていたが、被告大津は

正当な理由なく全債権者の利払いを停止する旨を公表した。 

   ウ 令和６年１月１６日に至り、それまで政党に所属していた齊藤健一郎参

議院議員は、被告大津に対して、隠匿している政党名義の口座やその金

額を明らかにするよう要求し、仮にこの要求に応じない場合は、資産隠

匿の故意があると認め、令和６年度の党所属届は提出できないと伝え

た。 

     国会議員として違法行為や債権者詐害行為を繰り返す政党には所属する

ことが出来ない旨、明確に被告大津へその意思を伝えていた。 

   エ 被告大津は、前記(4)の齊藤健一郎参議院議員の要求を拒絶、無視を

し、党の資金を管理していた銀行口座（後に武蔵野銀行と管財人の報告

により判明）を明らかにしなかったため、同氏は令和６年１月１６日提

出期限の党所属届を提出せず、総務省はみんなでつくる党の令和６年度

の政党交付金支給額を０円とする旨決定し、公表した。 

  (3) 損害及び因果関係 

ア 仮に、齊藤健一郎参議院議員が党所属届を提出していた場合、政党には

３億１０９３万１０００円の政党交付金が入金される結果となり、政党

の破産債権者は、破産管財人の報酬額等経費を除いた３億円は少なくとも

配当額として増加し弁済されることが確実視できた。 

   イ 被告大津が政党の代表者として期限の到来した債務を弁済能力があるに

もかかわらず故意をもって支払わず、政党の資金を隠匿し続けたため、
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党に所属する齊藤健一郎議員を党所属困難となった結果、少なくとも３

億円の政党交付金が支給されないという損害を政党に与えた。 

   ウ 破産管財人の報告によれば、政党には１６億４２１４万２９０６円の破

産債権の届け出があるが、当該損害が発生しなければ、１６億４２１４

万２９０６円に対し、少なくとも３億円が配当されたので、失った配当

率は１８．２６％となる。 

原告の債権額は金４０００万円であるから、配当されることが期待でき

た１８．２６%の損害額は少なくとも７３０万円存在する。 

   エ 本訴では原告の当該損害のうちの一部請求として、金１６０万円の請求

を求める。 

 ３ 結論 

   以上のとおり、原告は、被告大津に対し、代表者としての任務違背の背任行

為によって損害を被ったために、不法行為に基づく損害賠償及びこれに対する

遅延損害金の支払を求めるものである。 

以 上 

   

 

証拠方法 

 

１ 訴状副本          １通 

２ 訴訟委任状         １通 

３ 各甲号証の写し      各１通 
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当事者目録 

 

 

〒５３６－００１３  大阪府大阪市城東区鴫野東２丁目１９番２号３０６号 

           原 告   廣 井  雅 樹 

 

 

〒１０１－００５２  東京都千代田区神田小川町２丁目４番１４号 

           フィールドクレストビル８階 

           村岡総合法律事務所 （送達場所） 

           原告代理人弁護士  村 岡  徹 也 

           電 話 ０３－６４５８－３０２５ 

           ＦＡＸ ０３－６７４０－８０２８ 

 

〒１０６－００４７  東京都港区南麻布２丁目３番２２号 

KDX レジデンス南麻布１０１ 

           債 務 者    大 津  綾 香 

 

 

murao
長方形

murao
長方形



損害賠償請求事件

原　告 廣井　雅樹

被　告 大津　綾香

東京地方裁判所　民事部 　御中

　　原告訴訟代理人弁護士　村　岡 　徹　也

番　号
証拠の標目

（原本・写の別）
作 成 者  作 成 日 立　証　趣　旨

甲第１号証
　仮差押決定書

（写し）
千葉地裁 令和5年6月23日

原告がみんなでつくる党に対して、金
４０００万円の貸金返還請求権を有す
る事実

甲第２号証
の１

登記事項証明書
（写し）

東京法務局 令和6年12月4日 みんなでつくる党の最新の登記内容

甲第２号証
の２

履歴事項全部証明書
（写し）

東京法務局 令和5年8月28日
みんなでつくる党のこれまでの政党名
の変更履歴

甲第２号証
の３

ウィキペディア
（写し）

ウィキ
ペディア

令和6年12月3日 みんなでつくる党の概要

甲第２号証
の４

破産手続開始決定書
（写し）

東京地方裁判
所民事第20部

令和6年3月14日

令和６年３月１４日、みんなでつくる
党が破産手続開始決定が下され、破産
管財人に森利明弁護士が選任された事
実

甲第３号証
期日請書
（写し）

村岡徹也 令和6年11月25日

被告大津を債務者とする債権者申立て
の破産手続開始申立て事件があり、そ
の第一回審尋期日が令和６年１２月２
５日に行われる予定である事実

甲第４号証
デイリースポーツ

記事
（写し）

デイリース
ポーツ

令和6年12月3日

令和６年４月初旬に被告大津が政党の
役員（会計責任者）立花孝志氏の許可
を得ずにりそな銀行参議院支店に赴
き、不正に口座から出金をしようとし
た事実

令和6年12月5日

証　拠　説　明　書



甲第５号証
破産管財人報告書

（写し）
森利明
弁護士

令和6年11月19日

破産管財人が報告した内容
１　政党の債権届出額が届出額が、16
億6198万2524円である事実（３頁）
２　破産管財人から、被告大津綾香が
金4150万円の損害賠償請求訴訟を、お
おつあやか後援会が金2000万円の損害
賠償請求訴訟を提訴された事実（１頁
－番号２０・２１）
３　被告大津が破産手続開始決定後、
政党の口座から金291万1388円を違法
に出金した事実（１頁－番号１９）

甲第６号証
準備書面
（写し）

政治家女子
４８党

令和5年10月16日

令和５年10月当時、被告大津は、原告
から提訴された貸金返還請求訴訟にお
いて、「立花氏の利益相反で無効だ」
「借用書は偽造だ」などと争い、その
返金を拒絶する態度を示していた事実

甲第７号証
利払い停止のご連絡

（写し）
みんなでつ

くる党
令和5年12月24日

令和５年12月24日、みんなでつくる党
代表大津は、支払期限の到来した債権
者の利払いを停止した事実

甲第８号証
政党交付金計算書

（写し）
粟飯原美佳 令和6年12月4日

令和６年度みんなでつくる党が、国会
議員が所属していれば交付が得られた
政党交付金額が、金３億1093万1000円
であった事実

甲第９号証
総務省（政治資金）

（写し）
総務省 令和6年12月3日

政党交付金の支給要件として、所属議
員が１人以上いなければならないこと
（３頁）及び政党交付金の支給計算方
法（６頁）

甲第１０号証
令和６年度

政党交付金交付決定
（写し）

総務省 令和6年4月1日
令和６年度みんなでつくる党は政党交
付金支給額がゼロ円となった事実

甲第１１号証
東スポ記事
（写し）

東スポ 令和6年1月16日

令和６年１月１６日、齊藤健一郎参議
院議員は、被告大津が政党の口座を議
員に知らせず作成していた事実を認
め、この口座の開示を求めていたが、
被告大津がこの口座を開示せず隠匿し
続けたため、同日期限の党所属届を提
出しなかった事実

甲第１２号証
産経ニュース

（写し）
産経新聞社 令和6年4月1日

令和６年度の政党交付金がみんなでつ
くる党がゼロ円となったのは、国会議
員が党所属届を出さなかったことが原
因である事実
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政党交付金の計算報告書 

 

令和６年１２月３日 

 

東京地方裁判所 民事部 御中 

 

 

NHKから国民を守る党 

監 事  粟飯原 美佳 

 

 

 私は、みんなでつくる党（旧：政治家女子４８党）の監事（会計担当者）であったもの

ですが、令和６年１月１６日にみんなでつくる党に国会議員が１名所属していた場合、同

党に令和６年度交付される政党交付金額が、以下のとおりである旨ご報告いたします。 

 

１ 計算根拠（別紙を参照） 

 総務省から公表された「政党交付金のあらまし／甲８」６頁の政党交付金額と交付手続

において説明された計算根拠を下に、別紙のとおり計算を行いました。 

 

 

２ 令和６年度支給が予定されていた額 

  仮に令和６年１月１６日みんなでつくる党に国会議員が所属する旨の届出が総務省に

提出されていた場合には、みんなでつくる党には別紙の投票結果が得られていますので、

以下の額が、令和６年度の同党の政党交付金として支給されたこととなります。 

 

              金３億１０９３万１０００円 

以 上 

甲第８号証





 

 

 

政党助成制度
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あ ら ま し
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政党助成制度は、議会制民主政治における政党の機能の重要性にかんがみ、選挙制度

及び政治資金制度の改革と軌を一にして創設された、国が政党に対する助成を行うこと

により、政党の政治活動の健全な発達を促進し、もって民主政治の健全な発展に寄与す

ることを目的とした制度です。 

 

 政党助成法（平成６年２月４日公布、平成７年１月１日施行）には、政党助成を行う

にあたって必要な政党の要件、政党の届出その他政党交付金に関する手続きのほか、政

党交付金の使途の報告などについて定められています。 

 

 

 毎年の政党交付金の総額は、人口（基準日（通常１月１日）の直近において官報で公

示された国勢調査の結果による確定数）に 250 円を乗じて得た額を基準として予算で定

めることとされており、令和２年国勢調査人口により算出すると、約 315 億円となりま

す。 

 

 

 

総務大臣は、政党の届出のあった各政党に対して交付すべき政党交付金の額について、

その所属国会議員数、衆議院議員総選挙及び参議院議員通常選挙の得票総数に応じて算出

します。 

 

 

国は、政党の政治活動の自由を尊重し、政党交付金の交付に当たっては、条件を付し、

又はその使途について制限してはならないとされています。  

 

 政党は、政党交付金が国民から徴収された税金その他の貴重な財源で賄われるもので

あることに特に留意し、その責任を自覚し、その組織及び運営については民主的かつ公

正なものとするとともに、国民の信頼にもとることのないように、政党交付金を適切に

使用しなければならないとされています。 

 

 政党交付金の使途の適否については、使途の報告を通じて広く国民の前に明らかにし

て、国民の監視と批判にまつこととされています。 

Ⅰ 政党助成制度 

政党助成制度 

政党交付金の使途 

250 円 × 126,146,099人（令和２年国勢調査人口）＝31,536,525千円 

政党交付金の総額 
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１ 政党の要件 

政党交付金の交付の対象となる政党は、「政治資金規正法」上の政治団体（※）であっ

て、次の①②のいずれかに該当するものです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

なお、他の政党に所属している国会議員が所属している場合は、いずれの政党も政党

助成の対象になりません。 

 

２ 法人格の取得 

 政党交付金は、「政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法

律」（以下「法人格付与法」といいます。）の規定に基づく法人である政党に対して交付

することとされています。そのため、政党交付金の交付の対象となる政党であっても、

法人格を取得するまでは政党交付金の交付を受けることができません。 

 法人格付与法に定める政党の要件（上記１と同じ）を満たす政党は、中央選挙管理会

に所定の届出を行い、その確認を受け、主たる事務所の所在地で登記することにより、

法人となることができます。 

 

Ⅱ 政党交付金の交付の対象となる政党 

※政治資金規正法においては、下記の活動を本来の目的とする団体又は主たる活動として 

組織的かつ継続的に行う団体が「政治団体」とされています。 

①政治上の主義若しくは施策を推進し、支持し、又はこれに反対すること 

②特定の公職の候補者を推薦し、支持し、又はこれに反対すること 

①所属国会議員が５人以上 

②所属国会議員が１人以上、かつ、次のいずれかの選挙における 

全国を通じた得票率が２％以上のもの 

○ 前回の衆議院議員総選挙（小選挙区選挙又は比例代表選挙） 

○ 前回の参議院議員通常選挙（比例代表選挙又は選挙区選挙） 

○ 前々回の参議院議員通常選挙（比例代表選挙又は選挙区選挙） 
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１ 政党交付金の交付を受ける政党の届出 

政党交付金の交付を受けようとする政党は、基準日（通常１月１日）現在における次

に掲げる事項を記載した政党届を、基準日の翌日から起算して１５日以内に、総務大臣

に届け出なければなりません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 この届出には、次の文書を併せて提出しなければなりません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Ⅱ１の政党の要件を満たしている政党であっても、政党届の届出を行わない政党は、

政党交付金の交付を受けることができません。 

 

Ⅲ 政党の届出 

～添付文書～ 

○ 綱領その他の当該政党の目的、基本政策等を記載した文書 

○ 党則、規約その他の当該政党の組織、管理運営等に関する事項を記載

した文書 

○ 所属する衆議院議員又は参議院議員としてその氏名等を記載されるこ

とについての承諾書等 

                            ほか 

～政党届の記載事項～ 

○ 名称（略称を用いている場合には名称及びその略称） 

○ 主たる事務所の所在地 

○ 代表者、会計責任者及び会計責任者の職務代行者の氏名等 

○ 会計監査を行うべき者の氏名等 

○ 所属する衆議院議員又は参議院議員の氏名等 

○ 次に掲げる選挙の得票総数 

・ 前回の衆議院議員総選挙（小選挙区選挙・比例代表選挙） 

・ 前回の参議院議員通常選挙（比例代表選挙・選挙区選挙） 

・ 前々回の参議院議員通常選挙（比例代表選挙・選挙区選挙） 

○ 支部の数、名称及び主たる事務所の所在地等 

 ほか 
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２ 総選挙又は通常選挙が行われた場合の届出 

 基準日後に衆議院議員総選挙（以下「総選挙」といいます。）又は参議院議員通常選挙

（以下「通常選挙」といいます。）が行われた場合は、選挙基準日現在における１に掲げ

る事項を記載した政党届を、選挙基準日の翌日から起算して１５日以内に、総務大臣に

届け出ることとされています。 

選挙基準日は、議員の任期と選挙期日との関係で決まります。 

 

任期の初日

＝

これにより選出された改選後の国会議員の任期の初日

総選挙若しくは通常選挙の翌日

又は

任期の初日

総 選 挙
通常選挙 その選挙の翌日

選挙基準日

　のうちいずれか遅い日

総 選 挙
通常選挙 その選挙の翌日

＝ 選挙基準日

任期満了前に選挙が行われた場合

任期満了後又は解散後に選挙が行われた場合

 
 

３ 届出事項の異動 

 １及び２の届出の後に、代表者や所属国会議員の異動、支部の新設・解散など、政党

届の記載事項又は添付文書の内容に異動が生じた場合は、その旨の届出事項の異動届を

異動の日の翌日から起算して７日以内に、総務大臣に届け出なければなりません。 

 

４ 届出事項の公開 

 届出事項は官報により告示されます。また、政党届及び添付文書は、告示の日から５

年間、総務省で閲覧することができます。 
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１ 政党交付金の配分 

（１）交付すべき額の算定 

各政党から届出のあった政党届（基準日現在）に基づき、総務大臣は届出のあった

政党に対して交付すべき政党交付金の額を算出します。 

政党交付金は議員数割と得票数割で構成され、政党交付金の総額の２分の１は議員

数割で、残り２分の１は得票数割で計算し、その合算額が交付すべき額となります。 

・議員数割（所属の衆議院議員及び参議院議員の数に応じて交付すべき政党交付金） 

・得票数割（総選挙又は通常選挙における得票数に応じて交付すべき政党交付金） 

議員数割と得票数割の計算方法は、それぞれ次のとおりです。 

 

議員数割

（１／２）

得票数割
（１／２）

得票数割

前　回
（１／２）

得票数割
（１／２）

得票数割

前　回
前々回

（１／２）

① ＋

得
票
数
割

参 議 院 議 員

通 常 選 挙

１／４ ×

小選挙区

比例代表

× １／４

×

×

×

衆 議 院 議 員

総 選 挙

議員数割
政党交付金総額の１／２

政 党 交 付 金
総額の１／２

×

比例代表

選 挙 区

届出政党の国会議員数の合計

× 得票割合

１／４ × 得票割合

得票割合の平均
（前回・前々回）

①

区　　　　　分 各政党に対して交付すべき政党交付金の額の計算

②ｃ

②ｂ

②ａ

×１／４

当該政党の国会議員数

得票割合　＝
当該政党の得票数

届出政党の得票数の合計

②ｄ
得票割合の平均

（前回・前々回）

各政党に対して交付すべき政党交付金の額 　　②（ａ～ｄの計）

   各政党に対して交付すべき政党交付金の額は、予算成立後に交付決定されます。 

総務大臣は、交付決定を行ったときは各政党に対して交付すべき政党交付金の額を

通知するとともに、官報により告示します。 

Ⅳ  政党交付金の額の算定と交付手続 

「得票割合」は、有効投票総数に対する得票率とは異なります。 
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（２）政党交付金の交付手続 

（１）により算定された額は、年４回に分けて（４月、７月、10 月、12 月）、各政

党からの交付請求に基づいて交付されます。 

交付請求の期限は原則として各月とも 10日まで、交付金は 20日に交付されます。 

 

 

 

 

 

 

 

２ 総選挙又は通常選挙が行われた場合の再算定 

 総選挙又は通常選挙が行われた場合は、Ⅲ２の政党届（選挙基準日現在）に基づき、

再算定を行います。 

この場合、各政党に対して交付すべき政党交付金の額は、基準日現在の政党届に基づ

き算出した額の月割額にその年の１月から選挙基準日の属する月までの月数を乗じた額

と、選挙基準日現在の政党届に基づき算出した額の月割額に残りの月数を乗じた額との

合算額となります。[例１]（更に総選挙又は通常選挙が行われた場合には、この例によ

り改めて算定を行うこととされています。[例２]） 

１

１２

１

１２

１

１２

Ａ

… Ｃ

各政党に対して交付すべき政党交付金の額　＝　Ａ×８　＋　Ｂ×２　＋　Ｃ×２

11 月 ～ 12 月 の
月 割 額

＝
選挙基準日 （ 10 月 ）
現 在 で 算 出 し た 額

×

基 準 日 ( １ 月 １ 日 ）
現 在 で 算 出 し た 額

選 挙 基 準 日 （ ８ 月 ）
現 在 で 算 出 し た 額

×

×

９ 月 ～ 10 月 の
月 割 額

＝ Ｂ

各政党に対して交付すべき政党交付金の額　＝　Ａ×８　＋　Ｂ×４

１ 月 ～ ８ 月 の
月 割 額

＝

１ 月 ～ ８ 月 の
月 割 額

９ 月 ～ 12 月 の
月 割 額

＝

＝

［例１］　総選挙又は通常選挙が行われ、選挙基準日が８月になった場合

［例２］　例１の後、更に総選挙又は通常選挙が行われ、選挙基準日が10月になった場合

…

… Ｂ

Ａ

各月の交付額：４月分…算定額の 1/4、７月分…残額の 1/3、10月分…残額の 1/2、12月分…残額 

※交付請求手続きに際しては、政党は法人格付与法に基づく法人である旨の「登記

事項証明書」が必要となりますので、それまでに同法に基づく法人格を取得して

いる必要があります。 














